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お 

知 

ら 

せ

ふ
る
さ
と
氷
川
応
援
寄
附
金

特
設
人
権
相
談
所
の
開
設

個
人
住
民
税
額
の
変
更

仕
事
探
し
と
就
労
を
支
援

　
「
氷
川
町
の
た
め
に
役
立
て
て
く
だ

さ
い
」と
、ふ
る
さ
と
氷
川
応
援
寄
附
金

（
ふ
る
さ
と
納
税
）を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ふ
る
さ
と
寄
附
金
と
は
、「
生
ま
れ

育
っ
た
ふ
る
さ
と
や
地
域
を
大
切
に
し

た
い
」「
ふ
る
さ
と
の
た
め
に
貢
献
し
た

い
」と
い
う
善
意
の
気
持
ち
を
、寄
附
金

と
い
う
形
に
す
る
も
の
で
、応
援
や
貢
献

し
た
い
と
思
う
地
方
自
治
体
へ
寄
附
さ

れ
た
場
合
、そ
の
相
当
額
が
、所
得
税
や

お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る
自
治
体
の
個

人
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
制
度
の
こ

と
で
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
厚
意
に
よ
る
寄
附
を
町

の
発
展
の
た
め
に
有
意
義
に
活
用
し
て

い
き
ま
す
。

【
寄
附
い
た
だ
い
た
人
】

　

匿
名
希
望（
福
岡
県
）

問 

企
画
財
政
課 

財
政
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
０（
直
通
）

　

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
法
が

　

平
成
26
年
度
か
ら
平
成
35
年
度
ま

で
の
10
年
間
、個
人
住
民
税
の
均
等
割

額
が
全
国
的
に
年
間
千
円（
町
民
税

５
０
０
円
、県
民
税
５
０
０
円
）引
き

　

熊
本
県
で
は
、仕
事
探
し
の
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
か
ら
、就
職
後
の
支
援
ま
で
を
一

カ
所
で
提
供
し
、求
職
者
一
人
一
人
に
対

応
し
た
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

町
よ
り

財
　
政

町
民
環
境

住
民
税

熊
本
～
ソ
ウ
ル
線
の
助
成
事
業

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
の

一
部
改
正

　

阿
蘇
く
ま
も
と
空
港
国
際
線
振
興
協

議
会
で
は
、国
際
線
振
興
の
た
め
の
取

り
組
み
と
し
て
、熊
本
～
ソ
ウ
ル
線
の
お

得
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す
。

【
空
港
内
駐
車
場
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
】

◆
対　

象

　

熊
本
～
ソ
ウ
ル
線（
定
期
便
）を
利
用

さ
れ
る
人（
乗
継
便
も
可
）が
阿
蘇
く
ま

も
と
空
港
内
駐
車
場
に
駐
車
す
る
軽
・

普
通
車
な
ど
の
駐
車
料

◆
手
続
き

①
搭
乗
手
続
き
の
際
に
ア
シ
ア
ナ
航
空

カ
ウ
ン
タ
ー
に
駐
車
券
を
提
示
す
る

②
ア
シ
ア
ナ
航
空
か
ら
無
料
券
を
受
け

取
る

③
帰
国
後
、駐
車
場
の
有
人
ゲ
ー
ト
に

て
駐
車
券
と
無
料
券
を
提
示
す
る

【
団
体
利
用
助
成
金
】

　

阿
蘇
く
ま
も
と
空
港
の
熊
本
～
ソ
ウ

　

熊
本
県
で
は
、「
特
定
不
妊
治
療
」に

要
す
る
費
用
の
一
部
を
次
の
と
お
り
助

成
し
て
い
ま
す
が
、平
成
26
年
４
月
１

日
か
ら
、初
め
て
助
成
を
受
け
る
際
の

治
療
開
始
時
の
年
齢
が
40
歳
未
満
の
場

合
は
、通
算
助
成
回
数
が
６
回
ま
で
と

な
り
ま
し
た
。

◆
対
象
治
療
法

　

体
外
受
精
お
よ
び
顕
微
授
精

◆
助
成
額

　

１
回
の
助
成
の
上
限
額
15
万
円（
た

だ
し
、治
療
ス
テ
ー
ジ
Ｃ
お
よ
び
Ｆ
の
治

療
の
場
合
は
上
限
額
７
万
５
千
円
）

◆
助
成
回
数

①
40
歳
未
満
の
人
が
平
成
26
年
４
月
１

日
以
降
、新
規
に
助
成
を
受
け
る
場
合

県
よ
り

会
社
・
法
人
登
記
相
談
の

予
約
制
導
入

　

熊
本
地
方
法
務
局
で
は
、平
成
25
年

12
月
16
日
か
ら
会
社
・
法
人
登
記
に
関

施
行
さ
れ
た
日
で
す
。全
国
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
、こ
の
日
を「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」と
定
め
、皆
さ
ま
と
と
も

に
一
層
の
人
権
尊
重
思
想
の
啓
発
に
努

め
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

　

八
代
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、

こ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、「
特
設
人
権

相
談
所
」を
開
設
し
ま
す
。氷
川
町
に

は
町
が
推
薦
し
、法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員
が
お
ら
れ
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の

で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日　

時

　

５
月
30
日
㈮　

10
時
～
15
時

◆
場　

所　

宮
原
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
氷
川
町
の
人
権
擁
護
委
員

・
伊
藤
直
江
さ
ん（
北
鹿
野
）

・
永
田
俊
雄
さ
ん（
高
塚
）

・
守
正
信
さ
ん（
河
原
）

・
宮
村
惇
さ
ん（
西
上
宮
）

・
新
垣
有
美
子
さ
ん（
西
上
宮
）

問 

町
民
環
境
課 

町
民
環
境
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
１（
直
通
）

　

 

熊
本
地
方
法
務
局 

八
代
支
局

　

 

☎
32
・
２
６
５
４

上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

税
額
の
引
き
上
げ
に
よ
る
増
収
分
は

防
災
費
用
に
充
て
ら
れ
ま
す
。皆
さ
ま
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
引
き
上
げ
後
の
均
等
割
額
】

　

５
５
０
０
円

　
（
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
を
含
む
）

問 

税
務
課　

住
民
税
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

ル
線（
定
期
便
）を
往
復
利
用
す
る
６
人

以
上
の
熊
本
県
内
の
団
体
は
、渡
航
日
の

14
日
前
ま
で
に
申
請
す
る
と
１
人
あ
た

り
５
千
円
の
助
成
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
交
流
助
成
金
】

　

長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
韓
国
の

団
体
と
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
交
流
を

行
う
県
内
の
団
体（
10
人
以
上
）は
、そ

の
交
流
に
必
要
な
経
費
を
対
象
に
助
成

金（
限
度
額
10
万
円
）が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問 

阿
蘇
く
ま
も
と
空
港
国
際
線
振
興

協
議
会
事
務
局（
熊
本
県
企
画
振

興
部
交
通
政
策
課
内
）

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
１
６
５

　

通
算
６
回
ま
で（
年
間
・
通
算
助
成
回

数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

②
40
歳
以
上
の
人
が
平
成
26
年
４
月
１

日
以
降
、新
規
に
助
成
を
受
け
る
場
合

　

１
年
度
目
３
回
、２
年
度
目
２
回
ま
で

③
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
助
成
を

受
け
た
こ
と
の
あ
る
人

　

１
年
度
目
は
３
回
ま
で
、２
年
度
目

以
降
は
年
２
回
を
限
度
に
、通
算
５

年
間
お
よ
び
通
算
10
回
を
超
え
な
い

回
数（
現
行
ど
お
り
）

※
平
成
28
年
度
以
降
、43
歳
以
上
の
人

は
助
成
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

◆
所
得
制
限

　

夫
婦
の
所
得
合
計
額
が
７
３
０
万
円

未
満（
児
童
手
当
法
施
行
令
に
基
づ
き

算
定
）

◆
申
請
方
法

　

最
寄
り
の
保
健
所
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

問 

熊
本
県
子
ど
も
未
来
課

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
２
０
９

　

 

八
代
保
健
所

　

 

☎
33
・
３
２
２
９

　

 

不
妊
専
門
相
談
電
話

　

 

☎
０
９
６
・
３
８
１
・
４
３
４
０

　

 （
月
～
土
曜　

９
時
～
20
時
）

【
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ（
予
約
優
先
）】

　

キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
今
後
の

就
職
活
動
の
進
め
方
に
つ
い
て
、き
め
細

か
く
助
言
を
行
い
ま
す
。

◆
日　

時

　

月
～
金
曜
日　

９
時
～
18
時
30
分

　

土
曜
日　

10
時
～
16
時
30
分

◆
受
付
電
話
番
号

　

０
９
６
・
３
５
２
・
０
８
９
５

【
生
活
相
談
】

　

保
育
、公
営
住
宅
、健
康
保
険
、年
金

な
ど
の
生
活
に
関
す
る
相
談
・
情
報
提
供

◆
日　

時

　

月
曜
日
・
木
曜
日　

13
時
～
16
時
30
分

◆
受
付
電
話
番
号

　

０
９
６
・
３
５
１
・
０
５
０
０

【
労
働
相
談
】

　

専
門
の
相
談
員
が
解
雇
、労
働
条
件
、

賃
金
な
ど
に
関
す
る
職
場
で
の
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
に
つ
い
て
、中
立
の
立
場
か
ら
助

言
を
行
い
ま
す
。

◆
日　

時

　

月
～
金
曜
日　

９
時
～
18
時
30
分

　

土
曜　

10
時
～
16
時
30
分

◆
受
付
電
話
番
号

　

０
９
６
・
３
５
２
・
３
６
１
３

問 

熊
本
県
し
ご
と
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
０
９
６
・
３
５
１
・
０
５
０
０

法
律
な
ど
の
無
料
相
談
会

憲
法
週
間
に
つ
い
て

海
洋
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
た
め
に

　

弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
の
他
、金

　

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
中
心
と

し
た
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
を
裁
判

所
で
は
憲
法
週
間
と
定
め
て
い
ま
す
。全

国
各
地
の
裁
判
所
で
は
、例
年
こ
の
時
期

に
、法
廷
な
ど
の
見
学
ツ
ア
ー
や
各
種

説
明
会
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。ご
興
味

の
あ
る
人
は
、裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、最
寄
り
の
裁
判
所
の

総
務
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

熊
本
地
方
裁
判
所
総
務
課

　

 

☎
０
９
６
・
２
４
１
・
８
９
２
１

　

  http://w
w

w
.courts.go.jp/

　

海
洋
レ
ジ
ャ
ー
の
本
格
的
な
シ
ー
ズ

ン
を
迎
え
ま
す
。海
上
保
安
庁
で
は
、大

切
な
命
を
自
分
で
守
り
、一
人
で
も
多
く

の
人
を
救
助
で
き
る
よ
う
、次
の
３
つ
を

基
本
と
す
る「
事
故
救
命
策
確
保
」を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　

３
つ
の
基
本
を
守
り
、海
洋
レ
ジ
ャ
ー

を
安
全
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

【
自
己
救
命
策
３
つ
の
基
本
】

・
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用

・
携
帯
電
話
の
携
行（
防
水
パ
ッ
ク
入
り
）

・
海
の
も
し
も
は
１
１
８
番

　
（
海
上
保
安
庁
へ
の
救
助
要
請
）

問 

八
代
海
上
保
安
署 

☎
37
・
１
４
７
７

そ
の
ほ
か

銭
・
土
地
・
家
庭
問
題
な
ど
の
申
し
立
て

手
続
き
や
、登
記
・
人
権
問
題
な
ど
に
関

す
る
手
続
き
相
談
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

　

予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
日　

時

　

５
月
９
日
㈮　

10
時
～
15
時

※
受
け
付
け
は
14
時
30
分
ま
で

◆
場　

所

　

熊
本
地
方
・
家
庭
裁
判
所
八
代
支
部

　
（
八
代
市
西
松
江
城
町
１
｜ 

41
）

問 

熊
本
地
方
・
家
庭
裁
判
所
八
代
支
部

　

 

☎
32
・
２
１
７
５

す
る
相
談
に
つ
い
て
予
約
制
を
導
入
し

ま
し
た
。

　

予
約
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、し
ば
ら

く
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
相
談
時
間

　

９
時
～
16
時（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◆
申
込
方
法

①
電
話
に
よ
る
予
約

　

０
９
６
・
３
６
４
・
２
１
４
５

　

音
声
案
内「
２
」「
２
」「
１
」の
順
に
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

②
窓
口
で
の
予
約

　

熊
本
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門

（
２
階
）11
番
窓
口

問 

熊
本
地
方
法
務
局 

総
務
課

　

 

☎
０
９
６
・
３
６
４
・
２
１
４
６


